
公
平
な
保
険
税
負
担
に

　

平
成
30
年
度
か
ら
国
保
制
度

は
、
広
島
県
が
財
政
責
任
を
担

う
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
全
県
の
国
保
加

入
者
の
保
険
税
負
担
が
公
平
に

な
る
よ
う
、
同
一
の
所
得
水
準

・
世
帯
構
成
で
あ
れ
ば
、
県
内

ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
同
一
の

保
険
税
に
な
る
よ
う
調
整
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。
府
中
市
は
、

令
和
２
年
度
か
ら
令
和
５
年
度

の
４
段
階
で
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
は
、

経
済
活
動
へ
の
悪
影
響
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
面
で
深
刻
な
状
況
と

な
り
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
の
見
直
し
ポ
イ
ン
ト

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
経
済
状
況
を

考
慮

　

加
入
者
の
税
負
担
を
軽
減
す

る
よ
う
、
府
中
市
国
民
健
康
保

険
財
政
調
整
基
金
の
一
部
を
活

用
し
、
１
人
当
た
り
の
平
均
年

間
税
額
10
万
9,496
円
に
な
る
と
こ

ろ
を
、
現
行
税
率
よ
り
１
人
当

た
り
平
均
年
間
税
額
が
3,081
円
引

き
下
げ
と
な
る
調
整
を
実
施
し
、

10
万
6,415
円
に
し
ま
す
。

令
和
３
年
度
か
ら
の
費
用
は
上

昇
の
見
込
み

　

高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

人
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

国
の
定
め
る
介
護
報
酬
が
令
和

３
年
度
か
ら
高
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
令
和
３
年
度
か
ら

令
和
５
年
度
の
３
年
間
に
介
護

保
険
か
ら
支
払
う
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
費
用
は
、
前

の
３
年
間
よ
り
も
約
１
億
3,439
万

円
増
え
る
見
込
み
で
す
。

介
護
保
険
料
の
負
担

　

介
護
保
険
制
度
の
運
営
に
必

要
と
な
る
介
護
保
険
料
は
、
40

歳
以
上
の
人
に
負
担
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
保
険
料
の
う

ち
、
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

は
、
市
町
村
が
３
年
ご
と
に
見

直
し
を
行
い
ま
す
。
こ
の
介
護

保
険
料
は
、
将
来
３
年
間
の
費

用
が
ど
の
く
ら
い
必
要
に
な
る

か
を
見
込
み
、
そ
の
23
％
に
相

当
す
る
額
を
65
歳
以
上
の
人
に

負
担
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。

介
護
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る

た
め
に
基
金
を
活
用

　

費
用
が
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ

を
ま
か
な
う
た
め
に
必
要
と
な

る
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は

上
昇
し
ま
す
。
し
か
し
、
で
き

令
和
３
年
度
は
引
き
下
げ
、
今

後
は
調
整

　

令
和
３
年
度
は
、
引
き
下
げ
、

今
後
調
整
期
間
を
１
年
延
長
し
、

令
和
４
年
度
か
ら
令
和
６
年
度

で
段
階
的
に
負
担
調
整
を
行
う

予
定
で
す
。

問�

い
合
わ
せ
先　

市
民
課

　

︵
☎
４
３⊖

７
１
４
２
︶

る
だ
け
市
民
の
皆
さ
ん
の
負
担

を
抑
え
る
た
め
介
護
給
付
費
準

備
基
金
の
全
額
１
億
8,000
万
円
の

活
用
を
見
込
ん
で
、
令
和
３
年

度
か
ら
令
和
５
年
度
の
介
護
保

険
料
を
決
定
し
ま
し
た
。

安
心
し
て
利
用
で
き
る

府
中
市
の
介
護
保
険
の
た
め
に

　

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き

は
安
心
し
て
介
護
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
介
護
保
険

制
度
を
安
定
的
に
運
営
し
て
い

く
と
と
も
に
、
今
後
も
市
民
の

皆
さ
ん
に
い
つ
ま
で
も
健
康
で

暮
ら
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
フ

レ
イ
ル
予
防
を
重
点
的
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
保
険
課

　

︵
☎
４
０⊖

０
２
２
２
︶

令和３年度国民健康保険税の税率は、国保加入者の所得、人数に応じて世帯単位で決まり、
次の税率および額で計算されます。

令和３年度国民健康保険税　基金を活用し、引き下げます！

令和３～５年度介護保険料　基金を活用し、上昇幅を抑制します！

※（　）内は令和２年度の数値。

算定
区分 計算の基礎（年間）

加入者全員 40 ～64歳
の加入者

医 療 分 後期高齢者
支援分 介 護 分

所得割

加入者ごとに前年中の
所得金額から基礎控除
43万円を差し引いた額
×税率

₇．₂₅ ％
︵₇．₅₅％︶

₂．₅₄ ％
︵₂．₅₇％︶

₂．₂₂ ％
︵₂．₄₃％︶

均等割 加入者１人につき ₂₆，₈₈₀円
︵₂₆，₈₈₀円︶

₈，₉₄₀円
︵₈，₉₄₀円︶

₉，₈₄₇円
︵₁₀，₁₄₀円︶

平等割 １世帯につき ₁₉，₃₆₃円
︵₁₉，₇₄₀円︶

₆，₄₂₀円
︵₆，₄₂₀円︶

₄，₈₃₇円
︵₄，₉₈₀円︶

課税
限度額

課税限度額を超えて課
税されません

₆₃万円
︵₆₃万円︶

₁₉万円 
︵₁₉万円︶

₁₇万円
︵₁₇万円︶

介護保険料（基準月額）
　令和２年度まで　6,025円
令和３年度から
　基金を活用しないと
　→6,849円
　（824円増）

　　6,482円（457円増）決定

基金を活用して
上昇幅を抑制
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